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議会報告　9月定例会議会報告　9月定例会

　平成21年10月定例会は、9月1日に召集され30日まで30日間の日程で開催されました。単行

12件、補正予算関係10件、当初予算関係10件の計32件が上程され、原案通り可決されました。

陳情2件・請願1件を処理しました。（主な議案を抜粋し記載します。)一般質問には、6名の議員　

が町政をただしました。(酒向は、9月4日11:00より登壇しました。)

補 正 予 算 関 係補 正 予 算 関 係

・環境衛生　　・・・住宅用太陽光発電システム設置補助金→600万円　

　　　　　　　　　　 幸田町：６万円/１ｋｗで4ｋｗ限度（24万円）25基分

・緊急雇用　　・・・緊急雇用創出事業→880万円

・健康増進法保険　・・・女性特有のがん検診推進事業→850万円

・ 子育て応援特別手当支給事業・・・拡充子育て応援特別手当→3～5歳児　3万6千円/一人

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ15年4月2日からＨ18年4月1日生まれの子）
・学校管理費　　・・・電子黒板設置（全学校）など→720万円

・防犯活動推進　・・・防犯灯整備工事→100万円

　　　　　　　　　　　 今年度前半の地区要望の約56基の増設工事予定

・社会福祉総務　・・・自殺防止事業（講演会など）→70万円

・文化財保護　　・・・深溝松平家→815万円(今年度中に町文化財指定を図る予定)

・ 凧揚げまつり　・・・（H22年1月10日開催予定）→213万円

・駅伝・ジョギング大会　　　　・・・（H22年1月24日開催予定）→650万円

・新駅整備、駐車場用地購入など・・・1億4278万円(交付金:1億3179万円 ）

平成２１年度幸田町一般会計補正予算

　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億９２３４万円を追加し、本年度予算の総額を

　１２７億９１５９万8千円とする予算案を可決しました。

平成２１年度幸田町一般会計補正予算

　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億９２３４万円を追加し、本年度予算の総額を

　１２７億９１５９万8千円とする予算案を可決しました。

主なもの主なもの

主 な 議 案主 な 議 案

●幸田町職員定数条例の一部改正について

●幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について

●幸田町国民健康保険条例の一部改正について

●幸田町職員定数条例の一部改正について

●幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について

●幸田町国民健康保険条例の一部改正について

○消防本部及び消防署４６人→５０人（+4人）・教育委員会事務局３２人→２８人（-4人）とし職員の適性

　　配置を実施する。町全体の職員定数の増減なし。（消防職員の非番招集の緩和） Ｈ22年4月１日～

○消防本部及び消防署４６人→５０人（+4人）・教育委員会事務局３２人→２８人（-4人）とし職員の適性

　　配置を実施する。町全体の職員定数の増減なし。（消防職員の非番招集の緩和） Ｈ22年4月１日～

○職員の1週間当たりの勤務時間を４０時間から３８時間４５分に改める。

　 昼の休憩時間が４５分から１時間になります。（窓口や住民サービスに支障なし。） Ｈ21年10月１日～

○職員の1週間当たりの勤務時間を４０時間から３８時間４５分に改める。

　 昼の休憩時間が４５分から１時間になります。（窓口や住民サービスに支障なし。） Ｈ21年10月１日～

○Ｈ21年10月１日～Ｈ23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金を従来の金額
　 に４万円を加算し４２万円とする。（子育て支援・・・一年半の時限立法） Ｈ21年10月１日～

○Ｈ21年10月１日～Ｈ23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金を従来の金額
　 に４万円を加算し４２万円とする。（子育て支援・・・一年半の時限立法） Ｈ21年10月１日～

皆さんの納めた「税金」の使われ方をしっかりとチェック！します。



さこう弘康 検 索

さこう弘康のホームページを見に来てください。
ＰＲ

「ご意見ご要望も受け付けています」

http://www.hiro-sakou.com/index.html

提案実現！「こうた健康の日」を制定・・・毎年１１月１日に
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提案実現！「こうた健康の日」を制定・・・毎年１１月１日に

里保育園 乳児保育と延長保育 来春より実施！（町内全保育園がサービス同等に）里保育園 乳児保育と延長保育 来春より実施！（町内全保育園がサービス同等に）

9月5日の中日新聞の西三河版に「11月1日 こうた健康の日」の制定について報道がありました。
一般質問で『本町は「健康の町」宣言をしていますが、具体的にイベントなど全町民に対して、健康につい
ての意識付けの“しかけ”が必要であり、「こうた健康の日」の制定を提案する！』と提言したものが実現し
ました。「広報こうた１０月号」でも、制定の特集記事が４ページに渡り紹介されました。

里保育園で、来年4月から、延長保育と3歳未満児保育が実施されます。

現在、里保育園は定員65名に対し、22名と町の8保育園の中で一番小さい園です。

（現全町園児数 959名）延長保育は、午前7時30分から午後6時(10/15日～入所受付)

乳児室と水まわりを整備・保育士を増員し体制整備を進める予定です。

これで、他の保育園と同じサービスとなり、園児減少対策に期待が出来ます。

鍛冶山交差点のシンボルタワー 一般質問で取り上げ「制定を提言！」

全国で児童の携帯電話所持、情報モラルが社会問題化。

①本町の小・中学生の携帯電話の所有率と全国比較は。

②携帯電話が原因でトラブルや相談の事例は。

③学校、保護者、教育委員会で、どのような議論や

　指導がされているか。

④本町としての携帯電話所有に対するスタンスは。

⑤「禁止や規制」でなく、情報モラル向上のため

　の環境整備が急務だ。

質問1：どうする、児童の携帯電話所持 答弁1：学校への持込は原則禁止

①小学校：13.6%、中学校：48.5%、全国平均より、
　小学校で８・中学校で14ポイント下回っている。
②いたずら、チェーンメール、料金支払い請求などの
　事例はあったが、現在は解決している。
③職員研修や生徒にマナーや危険性の授業と指導保護
　者へは情報モラル講習会を開催している。
④学校への持込は原則禁止すべきものと考える。
⑤学校・家庭と情報化社会に向け努力をしていく。

(H21.9/4.11:00～登壇)

カウントダウンに入ったとも言われる東海・南海・東南海地震を想定し、防災の日を前に、災害時避難対策・

災害時要援護者支援制度の促進・避難支援プラン策定について町当局に対策状況を問い質しました。

答弁2：避難訓練を通し策定につなげる

「広報こうた１０月号」の特集記事・・・　　　
今一度、健康について考えましょう。

９/5 中日新聞

質問2：急げ、避難支援プランの策定


